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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、PCI と同日に実施された体外ペースメーキング術の算定は

認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 PCI に伴って、術中に実施したペーシングについては PCI の手術手技

に含まれ、別途体外ペースメーキング術については算定が認められないと

整理した。ただし、ペーシングの際に使用した特定保険医療材料について

は算定が認められる。 

 


